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                 南九州市監査委員 有水 秀男 

                 南九州市監査委員 日置 友幸    

 

令和５年度定期（工事）監査の結果報告書の提出について 

 

 地方自治法第 199 条第４項の規定に基づき，定期（工事）監査を実施したので，同

条第９項及び第 10 項の規定により監査結果に関する報告書を提出します。 

 なお，同条第 14 項の規定により，当該監査の結果に基づき，又は当該監査の結果を

参考として措置を講じたときは，その旨を監査委員まで通知してください。 

 

記 

 

１ 監査の基準 

   この監査は，南九州市監査基準に準拠して実施した。 

 

２ 監査の種類 

   地方自治法第 199 条第４項の規定による定期（工事）監査 

 

３ 監査の対象 

   令和５年４月１日から令和５年 12 月 31 日までの工事契約執行済分の工事請負

契約 

 

４ 監査の着眼点 

   監査に当たっては，工事に係る契約事務，計画，設計，積算及び工事が関係法

令に基づいて，適正かつ効率的に行われているかを主眼に監査を行った。 

 

５ 監査の主な実施内容 

   あらかじめ監査対象の工事を抽出し，契約関係書類及び設計図書等の関係書類

の提出を求め，入札執行や工事の概要・進捗状況等について予算所管の課長等か

ら説明を受けるとともに必要に応じて関係職員への質問を行い，書類審査並びに

工事現場を監査した。 

 



 

６ 監査の実施場所，日程及び対象部署 

（１）実施場所 

   書類事前審査：監査委員室 

現場検証  ：各工事の施工場所 

（２）実施日程 

（３）対象部署 水道課工務係，都市政策課公園管理係・建築係，建設課土木係 

 

７ 監査の結果及び意見 

 

（１）共通事項 

対象工事に係る設計図書，施工計画及び契約書等関係書類の審査と，現場検証 

による進捗状況等を確認した結果，関係法令に適合し，適正かつ効率的に執行さ 

れているものと認められた。 

今後も全ての工事において現場及び現場周辺の安全管理や環境対策に留意する 

とともに，引き続き工事の円滑な施工・管理を図られたい。 

    

（２）個別事項 

監査を実施した限りにおいて，不適切な事例は見受けられなかった。 

令和６年２月７日 書類事前審査（全工事） 

令和６年２月９日 現場検証 

御領配水管布設替工事 

頴娃運動公園  

多目的広場舗装工事 

頴娃運動公園  

多目的広場張芝工事 

岩屋公園焼肉棟新築工事 

南九州市新庁舎敷地造成工事 

R5-1 工区（盛土） 

南九州市新庁舎敷地造成工事 

R5-2 工区（擁壁） 

南九州市新庁舎敷地造成工事 

R5-3 工区（擁壁） 


